
 

 

１．件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所ＮＳＲＲの使

用を終了したグローブボックスの管理に関しての保安規定変更認可申請に

係る行政相談 

 

２．日時：令和 5 年 6 月 5 日（月）15 時 00 分～15 時 15 分 

 

３．場所：原子力規制庁 10 階会議卓 ※ＴＶ会議により実施 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門 

立元管理官補佐、本多主任安全審査官、水野係員、瀬尾係員 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 原子力科学研究所 

 研究炉加速器技術部 NSRR 管理課 課長 他 3 名 

保安管理部 品質保証課 技術副主幹 2 名  

安全・核セキュリティ統括本部 安全管理部 統括管理室 技術副主幹 

施設保安管理課 技術副主幹 

 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．提出資料 

  ・なし 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 別途原子力規制庁の本田でございます。それとの面談なんですけれども、5 月 9

日にですね、原子力科学研究所のＮＳＲＲの、 

0:00:14 使用終了したグローブボックスの管理に係る行政相談ということで、 

0:00:20 減少科学研究所の方からご説明いただいたところでございまして、その当該の使

用終了したグローブボックスにつきましては様々な理由、 

0:00:33 予算の関係の解体撤去にかかる作業ができませんと。 

0:00:40 いうことのご説明があってで、ついては、その解体撤去、当該グローブボックスに

かかる、 

0:00:48 管理をですね保安規定上で明確にするために、保安規定にある条文を加えて加

えるという保安規定の変更認可申請を、 

0:00:58 予定してますということで様々なご説明いただいたところでございます。前回の面

談で後日規制庁から回答しますというふうに、 

0:01:08 させていただきましたのでこの面談がそのまま該当の面談ということになりますの

でご支援、 

0:01:15 これから 

0:01:17 ちょっとご回答差し上げようと思うんです。以下、それでよろしいでしょうか。 

0:01:26 こちらＮＳＲＲのアワでございます。その理解です。よろしくお願いいたします。 

0:01:33 規制庁の方で承知しました。 

0:01:35 それでは早速、 

0:01:39 検討の結果ご説明いたしますと、今回 

0:01:43 ＣＳＲの方でですね保安規定の 9000 になるんですかねそこに 

0:01:50 当該の使用を終了したグローブボックスにかかるについては、その解体撤去が終

了するまでの期間手引き、 

0:02:00 何かにより管理しなければならないと、ＮＳＲＲ管理課長が管理しなきゃならないと

いう条文、或いはそれに付随して、グローブボックスの記載にかかる、 

0:02:11 グローブボックスの記載に係るところ見直しますと。 

0:02:14 いうことの保安規定の変更認可に推移し、変化燃交認可申請をすることについて

はこれは当然差し支えないと、いうふうに考えてございます。 

0:02:25 一方で、主な要因である予算確保の方もちょっと頑張っていただいてですね、やは

り計画通りに進めていただくってことは非常に重要なことなので、原子力科学研究

所、或いは原子力機構になるかもしれませんけれども、 

0:02:42 その予算確保の方はちょっとが引き続き頑張ってもらって、予算確保でき次第、解

体撤去を進めると。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:50 いうことをお願いしたいと思います。それで、予算、解体撤去が完了し次第ですね

当初予定しておりましたその保安規定の変更認可申請というのは、 

0:03:02 やっていただくということが大切かなと思っております。そしてもう一つはですねこ

の当該のグローブボックスっていうのはその使用を終了したと。 

0:03:12 いうことは許認可の方で許可の方でしておりますため、当該グローブボックスがで

すね平成 2 年 5 月 1 日付けの許可ですかね。 

0:03:24 許可において令和 2 年、令和 2 年 5 月 1 日の付の許可において、変更の許可を

受けていますと。 

0:03:32 受けているものであるということについては、今後審査の中でですね明確にしてい

ただきたいなというふうに思っているところです。 

0:03:43 以上 2 点が回答になります。 

0:03:48 減少関係と原価検査の方でいかがでしょうか。 

0:04:08 背景こちら原価建ＮＳＲＲのアワでございます。 

0:04:13 説明ありがとうございました。2 点ほど確認させてください。まず、保安規定につい

てなんですが、こちらはもうすぐに申請しても良いということでよろしいでしょうか。1

点ずつお願いいたします。 

0:04:28 はい、規制庁の本田佐野そこの申請時期についてはこちらとしては、特にコメント

中間の意見はないので、原課県さんの方で、10 名の整えは申請されるんではな

いかと思ってます。以上です。 

0:04:44 はい。原子力研究所のアワでございます。了解いたしました。 

0:04:48 もう 1 点、許可の方ですが、こちらは 

0:04:56 機能を使用終了した設備ということで許可のどこかに書き込んだ方が良いというこ

となんでしょうか審査の中でそういうふうに明確にした方が良いということでしょう

か。 

0:05:10 規制庁の本田です許可との関係においては、保安規定の審査の中で当然触れな

ければならない部分なので、私が言った通り審査の中でご説明なり資料なり、 

0:05:23 という形でその許可との関係は、説明してくださいということです。以上です。 

0:05:31 原子力関係、救助のＮＳＲＲのアワです。了解いたしました。保安規定の審査の中

でまずは許可との整合について説明させていただいて 

0:05:45 審査の結果不十分ということであれば 

0:05:49 許可変更についても検討させていただきたいと思います。 

0:05:55 規制庁の本田です。以上でありがとうございました。それで、以上が相談内容に対

しての回答なんですけどこちらの方でその中で検討している中でですねちょっと、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:06:09 新審査にあたって今日今日じゃないんですけどこのね審査にあたってちょっと説

明をお願いしたいなっていう事項もありますんでちょっとそれを申し上げますと、今

回その条文をね新しく追加する。 

0:06:22 ていうことは、現行のね、保安規定条文では付則と今言いますか。 

0:06:29 なかなか読めない部分があるのかなというふうに理解しておりますので、 

0:06:38 なぜ追加され、現状こういう保安規定条文に置いてあるんだけれども今回こういう

条文を追加するっていうこう、 

0:06:46 なぜこういう情報を追加しなきゃならないのかということについてもその審査の中

でね。 

0:06:52 ご説明いただきたいなというふうに思ってますけども、いかがでしょうか。 

0:07:01 はい。1、原子力研究所ＮＳＲＲのアワでございます。了解いたしました。なぜこの

条文を追加するのかというところは整理して説明させていただきたいと思います。 

0:07:16 規制庁の方ですよろしくお願いいたします。 

0:07:27 規制庁のホンダで佐野清と原子力規制庁から発言すべきことは特に異常はござ

いません。原子力機構から何かございますでしょうか。 

0:07:43 長です。 

0:07:45 はい。原子力科学研究所、ＮＳＲＲ管理課です。こちらからは特にございません。

保安管理部さん、何かございますか。 

0:07:55 はい。こちら定着科学研究 100 番管理部金部長から椎名です。こちらからも特に

コメント等はございません。以上です。 

0:08:09 規制庁の方ですありがとうございました。それでは特に発言ないということでござ

いますんで、これで面談終了いたします。どうもありがとうございました。引き続き

よろしくお願いいたします。 

0:08:22 ありがとうございました。それこそ、 

 


